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無期転換の推進
５年雇止め撤廃 

各地の国立大学で次々と決まる

各国立大学で

無期転換の推進

５年雇止め撤廃

相次ぐ！

東京大学は 12 月に５年雇止め制度の廃止決定

京大は、いつまでこんなことを続けるのか

来年４月、労契法の無期転換
ルールが始動
　来年 4月より改正労働契約法 (2013 年４月施
行 ) により、有期雇用労働者が契約更新により通
算雇用期間が５年を越える場合、当該労働者の
申し出により無期の雇用契約に転換する、いわ
ゆる無期転換ルールの適用が始まります。
　一部の国立大学においては一時、無期転換権
の発生を回避するかのような動きが見られまし
た。これに対し、厚生労働大臣が国会において「無
期転換ルールの趣旨に反する」とした見解を示
し、各国立大学の労働組合が、この問題へのと
りくみを強化する中で、大きな変化が現れました。

東京大学が５年雇止め制度の
廃止を決めた
　徳島大学を皮切りに、岡山大学、名古屋大学
などが、一律５年雇止めの方針を改め、来年４
月からの無期転換を進める方向を打ち出しまし
た。12 月に入ると東京大学と金沢大学が相次い
で５年雇止め制度の廃止を決め、室蘭工業大学
も無期転換の推進に舵を切りました。

年内に再交渉を申入れ！
京大でも５年雇止めを撤廃しよう
　一方、京都大学法人の対応は極めて消極的で
す。11/9 の団体交渉においても、無期転換ルー
ルの施行以前から部局の判断による５年雇止め
の例外措置を設けているので特段の措置は講じ
ないという姿勢です。しかし、例外措置が適用さ
れるのは５年満期となる時間雇用教職員の約３
割程度とされ、例外措置がほとんど実施されてい
ない部局も見られます。職員組合は一人でも多く
雇用継続が実現するよう、組合員の例外措置適
用に向けた支援を続けています。
　12/15 には “時間雇用教職員の「通算雇用期
間 5 年上限」撤廃を求める申入れ” ( 裏面 ) を総
長宛に提出し、京大法人に再考を求めると共に、
無期転換ルールの趣旨に反するような例外措置
運用をする部局に対し是正指導を要請しました。
　他の国立大学で切り拓かれた無期転換の推進、
５年雇止め制度の廃止を京都大学でも実現すべ
く、職員組合は年内に再交渉を申し入れます。
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